
Easy Blocks Enterprise 
ご使用にあたって 

◎パッケージ内容 
◎各種規定 
◎使用許諾契約書 
◎ソフトウェアについて 
◎保証書 

 
 
ご使用にあたって（本冊子・含保証書）、及び同梱のご使用上の注
意（黄色の用紙）、は製品をご使用される前に必ずご覧ください。 
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パッケージ内容 

① 本体 x1 

② 電源ケーブル x1 

③ CONSOLE用ケーブル(20cm)セット x1 

④ ネットワーク接続用クロスケーブル(50cm) x1 

⑤ ご使用上の注意（黄色い用紙） x1 

⑥ ご使用にあたって（本冊子・含保証書） x1 

⑦ ユーザーズマニュアル x1 
※③～⑦は添付品扱いの為、保証対象外です。弊社出荷日より30日間、欠品の充当、または
交換対応となります。 

開封後はただちに内容物に欠品が無いかをご確認ください。 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 

⑦ 

1 



各種規定 
製品利用規定 
ぷらっとホーム株式会社（以下、当社とします。）では本製品（以下、製品とします。）の利用に関して以下の通り定
めております。  
1. 免責事項 
本装置を運用した結果において発生した、いかなる経済的損害に対する責任も負うことが出来ません。 
2. 使用制限 
本装置は一般産業機器で、軍事目的・原子力制御・生命維持装置としては使用できません。 
3. 添付品と欠品の初期不良 
添付品に欠品または初期不良があった場合には、弊社出荷日より30日以内に請求して下さい。 
4. オープンソースソフトウェアの補償範囲 
本装置はオープンソースOSを利用しており、システム動作においての不具合対応は、当社が独自に組み込んだ

部分以外は、それぞれのオープンソースコミュニティの修正が反映されます。このため、カーネルなどに何らかの
不具合が発見された場合のアップデートは、オープンソースコミュニティのアップデートを待っての対応となります。 

製品修理規定 
ぷらっとホーム株式会社（以下、当社とします。）では本製品（以下、製品とします。）の修理に関して以下の通り定
めております。  
 第1条   修理  
当社における修理とは、製品（ハードウェアに限る）が当社にて故障と判断した場合において、故障部品の交換に
て製品の機能を回復させるサービスです。  
 第2条   センドバック修理  
センドバック修理とは、修理依頼品を当社へ持ち込む、または送付いただき実施する修理です。  
 第3条   オンサイト修理  
オンサイト修理とは、当社技術員、もしくは当社が指定した技術員が故障した製品の設置場所へ訪問し、実施す
る修理です。  
 第4条   修理問い合わせ先、受付時間  
製品に添付の保証書やマニュアル、または当社ホームページにて記載しております。  
 第5条   費用  
センドバック修理、オンサイト修理のどちらも修理に関る費用は、個別にお見積りします。センドバック修理での修
理依頼品の当社受領後、もしくはオンサイト修理注文後の修理キャンセルについては出張費用または検査費用と
送料を申し受けます。  
 第6条   修理受付期間  
当社では製品毎に修理受付期間を設定しています。修理受付期間とは無償、有償に関わらず製品の修理を受付
ける期間を意味します。この期間を越えた製品に対しては修理をお断りする場合があります。当社が、本製品に
定める修理受付期間は6年間です。尚、主要部品の生産中止・採用規格の終息・その他社会情勢などにより予告
なく期間を短縮する場合があります。   
 第7条   故障品の所有権  
修理または代替にて交換した故障部品・故障製品の所有権は、修理作業または代替交換が完了した時点で当社
に帰属するものとします。  
第8条   交換部品  
1). 交換部品が生産中止等の理由で入手できない時には、相当品またはそれ以上の性能を有する部品と交換す

る場合があります。尚、相当品またはそれ以上の性能を有する部品への交換にあたり、お客様へ基本ソフトを含
むソフトウェアのバージョン変更をお願いする場合があります。  
2). 交換に使用する部品は、各部品の製造元、および当社にて動作確認が行われた再生品を使用する場合があ
ります。 
第9条   修理完了品の保証  
修理にて修理・交換をおこなった後、同一症状、かつ、同一箇所の故障が発生した場合は、修理完了日より 3カ月
間、無償で再修理します。ただし、修理完了日より 3  カ月間に修理受付期間を超える場合、無償での再修理期間
は修理受付期間の残余期間が適用されます。  
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 第10条  修理対象外  
下記の状況下においては、修理をお断りする場合があります。  
1). 日本国外で使用された場合  
2). 機密保持等の理由により製品本体または故障部品を設置場所より移動できない場合  
3). 記憶媒体内のデータの漏洩防止義務を当社に要求された場合  
4). 故障内容の提示が無い場合または故障内容の確認にお客様の協力が得られない場合  
5). 当社技術員または当社で認定した技術員以外やお客様自身で製品本体を修理、調整、改造等をした場合  
6). 人体に有害な物質が製品本体に付着している場合、または付着していると想定される場合  
7). インターネットオークション・個人売買による転売や譲渡で、マニュアルや警告用紙、ご使用上の注意等、添付
品に欠品があり、使用方法や保証内容の説明が不十分で転売・譲渡が行われた場合 
 第11条  規定の変更  
当社はお客様のへの事前の通知およびその承認なしに本規定の内容を変更できるものとします。この場合、本規
定の各内容は変更後の規定によるものとします。なお、変更後の規定については、当社ホームページ等により開
示するものとします。  
 第12条  その他  
1). 本規定に基づき提供される内容に関して、お客様と当社との間に係争が生じた場合は、お互いに信義誠実の
原則に従って解決するものとします。  
2). 前項において、訴訟による解決が必要な場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし
ます。  
3). 本規定に基づき提供される保証に関しては、日本法に準拠するものとします。  

製品保証規定 
ぷらっとホーム株式会社（以下、当社とします。）では本製品（以下、製品とします。）の保証に関して以下の通り定
めております。  
 第1条  製品保証  
当社における製品保証は、当社出荷日より製品に添付の保証書記載の期日の間、当社にて製品の故障と判断し
た場合において、本規定および当社の別途定める修理規定に従い、次のいずれかの形態にて当社が無償にて
修理を実施します。  
1).  保証書にオンサイトと記載のある場合  
当社技術員、もしくは当社が指定した技術員が故障した製品の設置場所へ訪問し、修理を実施します。  
2).  保証書にセンドバックと記載のある場合、またはオンサイトと記載の無い場合  
修理依頼品を当社へ持ち込む、または送付いただき、修理を実施します。   
第2条  対象製品  
製品に添付の保証書に記載しています。 
第3条 非対象製品 
本体に当社名、当社製品名やロゴ等が記載されていても、当社でない第三者による 
製品形態（外観や内部構成等）や添付品（マニュアルや保証規定等、添付書面の記載内容も含む）の変更が 
行われ、当社標準出荷状態と異なっている場合、当社の製品保証は適用されません。 
また、いかなる損害に対する責任も当社で負うことは出来ません。 
第4条  消耗品・有寿命部品  
製品には消耗品と有寿命部品が含まれます。消耗品は製品保証の対象には含まれません。また、有寿命部品に
ついては修理の際、当社にて寿命に達したと判断した場合、交換に関る費用は有償となります。  
1).  消耗品に該当するもの  
フロッピーディスク・CD-ROM 等の媒体・バッテリ・その他、当社が消耗品と定義しホームページ等で公示するもの  
2).  有寿命部品に該当するもの  
ハードディスクドライブ・各種光学ドライブ・ファン・電源ユニット・AC アダプタ・コンパクトフラッシュ・その他、当社が
有寿命部品と定義し、ホームページ等で公示するもの  
第5条  保証の適用条件  
本保証適用の前提条件は以下の通りです。  
1).  本規定や当社の別途定める修理規定、製品に添付のマニュアルや警告用紙、ご使用上の注意等、書面に記
載している、もしくは当社ホームページにて公示している使用環境・条件に従い、適切に使用されている事  
2).  お客様は、製品の記憶装置（ハードディスク等）や、ハードウェア上に記録されたデータ、プログラム、ライセン

ス情報、ならびに設定内容について、当社は保証せず、当該データの消失、破損、変更等について、当社が一切
責任を負わない事について同意いただける事 
3).  お客様は、障害の切り分け、ログファイルや設定情報の提示等、修理に当たっての当社からの故障内容の詳
細確認依頼および、修理依頼品の梱包・当社指定場所までの送料負担に協力いただける事  
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第6条  保証の適用外  
保証期間内においても次のような場合には、作業費及び修理に必要となる部材費が有償となります。  
1).  修理依頼時に保証書の提示がない、または当社出荷日が確認できない場合  
2).  保証書の記載事項が事実と異なる場合  
3).  当社指定フォーマット以外での報告書の提出依頼や詳細な解析を伴う障害報告を依頼された場合  
4).  製品納品後（着荷後）のお客様、もしくは第三者による運搬や移動が原因で生じた故障及び損傷  
5).  火災、地震や台風などの災害、戦争や騒乱などの人災、公害や異常電圧などの使用環境による故障及び損
傷  
6).  バッテリやコンパクトフラッシュ等、消耗品や有寿命部品で、当社が寿命に達したと判断した部品を交換する場
合  
7).  接続された他の機器に起因して故障した場合  
8).  ご使用上の誤り、または不当な修理や改造、誤接続、誤挿入や指定外の電源使用による故障および損傷の
場合  
9).  お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合（例:埃、錆、カビ、虫・小動物
の侵入による故障等）  
第7条  保証の期間延長等  
当社では、保証期間延長や、オンサイト修理サービス、サポートサービス等、製品標準の保証を超えた追加サー
ビスを有償で提供しております。追加サービスの内容や費用については当社営業担当、または製品のご購入元
までお問い合わせください。  
 第8条  オプション品およびソフトウェアの保証  
1).  製品オプションに関する保証内容は、お客様が実装される製品本体の保証内容が適用されます。また、その

保証期間はオプション品に付与されている保証期間と、製品本体の残余保証期間の何れか短い方が適用されま
す。  
2).  当社が製品にあらかじめインストールした各ソフトウェア（オペレーティングシステムやソフトウェア全般を含

む）の保証は製品保証には含まれず、各ソフトウェアの使用許諾やライセンス契約等の条件に従い、現状有姿の
ままで提供されます。  
 第9条  保証制限  
お客様が使用する製品の故障に対する本規定に基づく当社の保証限度額は、お客様が支払った製品購入価格、
または本規定の適用条件のもとで発生した故障部品の修理・交換費用のうち、いずれか低い方の金額となります。 
そのほか製品の使用・未使用に関らず、採用した結果において発生した、直接的、間接的、派生的、偶発的等、
いかなる損害に対する責任も当社で負うことは出来ません。  
 第10条  通知の義務  
ユーザー登録を行っていない場合、製品欠陥などが発見されても通知の義務は無いものとします。  
 第11条 規定の変更  
当社はお客様のへの事前の通知およびその承認なしに本規定の内容を変更できるものとします。この場合、本保
証の提供条件は変更後の規定によるものとします。なお、変更後の規定については、当社ホームページ等により
開示するものとします。  
 第12条 その他  
1).  本製品保証は、日本国内においてのみ有効です。  
2).  本規定に基づき提供される保証に関して、お客様と当社との間に係争が生じた場合は、お互いに信義誠実の
原則に従って解決するものとします。  
3).  前項において、訴訟による解決が必要な場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし
ます。  
4).  本規定に基づき提供される保証に関しては、日本法に準拠するものとします。 
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使用許諾契約書 
ソフトウェア使用許諾契約書 
この契約は、お客様とぷらっとホーム株式会社（以下、当社とします。）との間に締結される契約です。お客様がこ
の契約に同意できない場合には、本体未開封のまま本製品および付属品一式をご購入先まで返品ください。 
第1条 定義 
本契約における使用許諾の範囲は、当社製品「EasyBlocks シリーズ」付属の管理ツールをいい、WUI（ウェブ・ユ

ユーザー・インターフェース）ソフトウェア製品（以下、本ソフトウェア製品とします。）および取り扱い説明書などの
付属資料一式が対象となります。 
本契約において「知的財産権」とは、特許権（特許出願権を含む）著作権、ノウハウその他一切の知的創作物に
対する権利または法律上の利益をいいます。 
第2条 使用許諾 
お客様は、本契約の全項目に合意することを条件として、本ソフトウェア製品を、契約対象のハードウェアにおい
て使用することが出来ます。  
第3条 禁止事項 
お客様は以下のことを行うことはできません。 
A).本ソフトウェア製品の複製・再配布・再許諾 
B).契約対象のハードウェア以外の本ソフトウェア製品の導入 
C).本ソフトウェア製品の全部もしくは一部を修正、改変、翻訳、翻案し、またはこれらに基づいて二次的著作物を 
    創作すること。 
D).逆コンパイル、逆アセンブルその他ソース・コードおよび基礎となるアイデアもしくはアルゴリズムの解析、 
     再構築もしくは発見を試みること。 
第4条 知的財産権の帰属 
本ソフトウェア製品に対する知的財産権の一切は、当社に帰属します。ただし、本契約書第5条に記載のオープン
ソースまたは公開されているソフトウェアの著作権は、個々のプログラムの権利者に帰属します。 
第5条 オープンソースソフトウェア 
本ソフトウェア製品の一部にはオープンソースまたは公開されているソフトウェアが含まれています。お客様は本
ソフトウェア製品に含まれるオープンソースまたは公開されているソフトウェアの別途定める使用許諾条件（また
はライセンス要件・オープンソースライセンスなど）に同意するものとします。 
第6条 責任の範囲 
当社は、個別契約書に明示的に記載された場合を除き、「現状有姿のまま」で本ソフトウェア製品を提供します。
当社は本ソフトウェア製品の品質および機能がお客様の使用目的に適合することを保証するものではなく、当社
は本ソフトウェア製品についての一切の瑕疵担保責任および保証責任は負いません 
当社は、本ソフトウェア製品の使用または使用不能から発生した、直接的、間接的、派生的、偶発的等、いかなる
損害に対しても、一切責任を負わないものとします。たとえ当社がかかる損害の可能性について知らされていた
場合も同様です。また、当社が損害賠償責任を負う事になった場合であっても、当社の損害賠償責任は、その理
由を問わず、本ソフトウェア製品についてお客様が実際に支払った金額を上限とします。 
第7条 譲渡 
お客様は、本契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡することはできません。 
第8条 変更 
当社はお客様への事前の通知およびその承認なしに本契約書の内容を変更できるものとします。この場合、本契
約書の各内容は変更後の内容によるものとします。なお、変更後の本契約書については、当社ホームページ等
により開示するものとします。 
第9条 有効期間 
本契約の有効期間は、当社が別途有効期間を定めた場合を除き、お客様が本ソフトウェア製品を使用した時から
お客様が本ソフトウェア製品の使用を停止するまでとします。 
第10条 契約の解除 
お客様が本契約に違反した場合、当社は本契約を解除する事ができます。この場合、お客様は本ソフトウェア製
品を一切使用する事が出来ないものとします。また、解除による返金には応じられません。 
第11条 その他 
本契約に関しては日本法に準拠するものとします。 
本契約に関して訴訟による解決が必要な場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
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ソフトウェアについて 
本機のオペレーティングシステムには、Debian Project及びその協力者に
よって開発されたDebian GNU/Linuxを搭載しています。 
 
出荷時には、Debian フリーソフトウェアガイドラインによってmainカテゴリに
分類されたフリーソフトウェア/オープンソースソフトウェアを含んでいます。 
 
出荷時に含まれる主なオープンソースライセンスとして次のものがあります。 
 
・GNU General Public License 
・GNU Lesser General Public License 
・GNU Library General Public License 
・Modified BSD License 
・Perl Artistic license 
・zlib-style licenses 
・OpenSSL License 
 
詳細は製品WEB I/Fのシステムメニューよりご確認いただけます。 
確認方法は製品のユーザーズマニュアルを参照下さい。 
また、ソースコードの入手方法については、当社のWEBサイトをご覧いただ

くか、本書に記載のお問い合わせ先までご連絡下さい。尚、配布時に発生
する費用は、お客様のご負担となります。 
 
・WEBサイト 
 http://openblocks.plathome.co.jp/support/software 
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